
［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年1月30日

契 約 業 者 名 パシフィックコンサルタンツ(株)　首都圏本社

契 約 業 者 の 住 所 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地

業 務 の 名 称 Ｒ６那珂川大場遊水地施設運用他検討業務

業 務 場 所
茨城県常陸大宮市・城里町大場遊水地外１地区、ひたちなか市勝田地区外１地区
及び下境地区

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年5月2日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月19日

変 更 前 の 契 約 金 額 29,986,000円(税込)

変 更 金 額 +44,143,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 74,129,000円(税込)

変 更 理 由

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

1. 大場遊水地周囲堤地盤改良検討 （減工）
2. 沈下影響検討（勝田地区）（増工）
3. 囲繞堤（小堤）詳細設計（増工）
4. 部分買収地の取水・排水路検討（増工）
5. 段階的な整備方針の検討（増工）
6. 排水門ゲート設備工事仮設設計（増工）
7. 排水門設備詳細設計（増工）
8. 止水板操作要領（案）の作成（国田地区）（増工）
9. 沈下影響検討（栄町地区）（増工）
10. 履行期間（延伸）

1. 大場遊水地周囲堤地盤改良検討
　大場遊水地周囲堤地盤改良検討が必要になくなったことから数量を変更（減工）する。
 
2. 沈下影響検討（勝田地区）
　勝田地区の堤防整備に伴う堤内地の沈下影響の検討が必要になったことから、数量を変更
（増工）する。
 
3. 囲繞堤（小堤）詳細設計
　大場遊水地において、囲繞堤（小堤）の詳細設計を行う必要になったことから、数量を変更
（増工）する。
 
4. 部分買収地の取水・排水路検討
　大場遊水地における部分的な買収区域について、残地（民地部）での営農が可能なように取
水・排水施設の設計を行う必要があるため、数量を変更（増工）する。
 
5. 段階的な整備方針の検討
　段階的な遊水地整備効果の発現を踏まえ、事業完成に向けた今後の整備方針を検討する必要
になったことから数量を変更（増工）する。
 
6. 排水門ゲート設備工事仮設設計
　大場遊水地の排水門ゲート設備工事の実施にあたり、施工時の現場条件に基づき、仮設構造
物設計が必要になったことから数量を変更（増工）する。
 
7. 排水門設備詳細設計
　大場遊水地の排水門運用時に必要となる電気設備および監視設備（CCTV 設備、水位観測設
備及び小堤区間監視設備）の詳細設計が必要になったことから、数量を変更（増工）する。

8. 止水板操作要領（案）の作成（国田地区）
　水戸市国田地区に設置予定の止水板について、操作要領（案）を作成する必要になったこと
から数量を変更（増工）する。
 
9. 沈下影響検討（栄町地区）
　ひたちなか市栄町地先の栄町水門について、築堤盛土による影響解析（２次元弾塑性
FEM 解析）を実施し、対策工の諸元を検討する必要になったことから数量を変更（増工）す
る。
 
10. 履行期間
　上記の項目が追加されたことから、履行期間を令和８年３月１９日まで延伸する


